
区分 補助対象事業 補助対象経費 補

助

率

人材育成

を 目的 と

した事業

中小企業大学校瀬戸校若しくは中部職業能力開

発促進センター(ポリテクセンター中部)又は国、

地方公共団体等公的機関が実施する研修を、市内

事業所に勤務する従業員等が受講する事業

研修の受講に係る

費用

２

分

の

１

独立行政法人中小企業基盤整備機構又は公益財

団法人あいち産業振興機構の専門家派遣を受け、

市内事業所に勤務する従業員等を対象に開催す

る研修事業

講師への謝金、会場

使用料その他研修

の開催に係る費用

自 らの雇

用確保 を

目的 と し

た事業

市内外で行われる就職フェア、合同企業説明会等

に出展する事業

出展に係る費用

情報誌等に記事を掲載する事業 記事の掲載に係る

費用

日進市ショートタイムテレワーク事業 備品等の購入に係

る費用

販路拡 大

を 目的 と

した事業

自らの製品及び技術について、見本市、展示会等

に出展する事業

出展に係る費用

自らの事業に関するホームページを開設し、又は

改修する事業

ホームページの開

設又は改修に係る

費用自らの製品及び技術について、電子商取引サイト

(注 1)を開設し、又は改修する事業
自らの製品及び技術について、出店型電子商取引

サイト (注 2)に新規出店し、又は当該サイトに

掲載したホームページを改修する事業

ホームページの開

設又は改修に係る

費用、初期登録費用

自らの事業を広告するための看板を作成し、及び

設置する事業

看板の作成及び設

置に係る費用

補助対象となる事業等

注 1)企業間取引(Business to Business)又は企業・消費者間取引(Business to Consumer)

を目的とした電子商取引サービスを提供するウェブサイトをいう。

注2)1つの電子商取引サイト上に複数の店舗が出店し商品を出展しているウエブサイト
をいう。

【問い合わせ】

日進市 産業振興課 商工新ビジネス係

470-0192日 進市蟹甲町池下268番地

電話番号 :0561-76=7366 フアクス番号 :(

申請様式等のダウンロードは下記ページまた

https://www口 city.nisshin口 lg.jp/department/sangyoseisaku/sangyo/6/2/4/13014.html


